
 

 

令 和２年 ３月３０日１４時００分 

資料配布 近畿地方整備局 

大 阪 国 道 事 務 所 

大阪府内の直轄国道ではじめて自転車通行空間を整備しました。 

～国道 1 号京橋
き ょ う ば し

地区に矢羽根型路面表示を整備～ 

 

  国道 1 号の京橋地区（桜
さくら

小橋
こ ば し

交差点～東野田
ひ が し の だ

２東交差点）に大阪国道事務所が管理す

る国道ではじめてとなる自転車通行空間（矢羽根型路面表示）を整備しました。 

 

１．安全な車道通行 

自転車は、子供から高齢者まで誰もが手軽に利用できる乗り物であるため、車道を安 

全に走行できるための通行空間の整備が必要です。 

今回、大阪府内の国道１号に、はじめてとなる自転車通行空間を、矢羽根型路面表示 

と自転車ピクトグラムにより整備しました。 

・整備区間  大阪市都島区
み や こ じ ま く

東野田
ひ が し の だ

町
まち

３丁目（桜小橋交差点） 

～大阪市都島区東野田町２丁目（東野田２東交差点） 

          延長 約４７０ｍ 

・整備完了日  令和２年３月２３日（月） 

 ２．自転車の通行ルール 

自転車は車道を走行することが原則となっています。矢羽根型路面表示を設置した道 

路における「自転車の通行ルール」を守って安全に走行を頂きますようにお願いいたしま 

す。(別添資料参照) 

 

 

 ＜取扱い＞   

 

 

 

 ＜配布場所＞ 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ 

 

 

  

＜問合せ先＞   国土交通省 近畿地方整備局 大阪国道事務所 

副  所  長 横井
よ こ い

 耕二
こ う じ

 （内線２０５） 

事業対策官 藤田
ふ じ た

 晶
あき

久
ひさ

 （内線２０８） 

TEL：06-6932-1421（代）  FAX：06-6932-1430 
 



大阪府内の国道１号に初めて

自転車通行空間（矢羽根型路面表示）を整備しました。

自転車は、身近な移動手段として子供から高齢者まで誰もが気軽に利用され
ており、歩行者や自転車利用者が安全に通行できる空間整備が緊急の課題で
す。

この度、大阪国道事務所では国道１号に矢羽根型路面表示と自転車ピクトグラ
ム（車道混在）による自転車通行空間の整備を行いました。

矢羽根型路面表示は、自転車の通行位置と方向を明示して、自転車の安全な
通行を促すためのものです。

自転車で整備区間を走行される場合は、自転車の通行ルールを守りましょう。
（別添資料参照）

ドライバーの皆様は、自転車が通行する空間での路上駐車は行わないように
ご協力をお願いいたします。

○

○

○

○

○



国道１号 京橋地区自転車通行空間整備の概要

【現況横断図】

【整備区間の平面図】

【整備横断図】
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国道１号 自転車通行空間整備状況

【施工前写真】

【京橋地区 交差点部】

【施工後写真】

【京橋地区 本線部】

【矢羽根型路面表示】 【自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ】



別添資料


